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   監査の結果に関する報告について 

 

 地方自治法第１９９条第１項及び第４項の規定により実施した定例監査については、

同条第９項の規定により次のとおり結果に関する報告を決定したので、提出します。 

  



１ 監査対象所属 

  総務課、警防課、草加消防署（管理課、青柳分署及び北分署） 

 

２ 監査対象事務 

  平成２９年度及び平成３０年度（同年９月３０日まで）に執行された財務に関す

る事務としました。 

 

３ 監査期間 

  平成３０年１０月１７日（水）から平成３１年１月２８日（月）まで（講評を含

む。） 

 

４ 監査の実施手続 

  草加八潮消防組合監査事務処理規程第２３条及び第２４条の規定に基づき、監査

対象の事務事業が、関係法令等に基づき適正かつ効率的に執行されているかを関係

諸帳簿及び証拠書類との照合並びに関係者からの事情聴取等、通常実施すべき監査

手続により実施しました。 

 

５ 監査の着眼点 

  別紙「草加市監査委員事務局財務事務監査の着眼点」を準用するものとしました。 

 

６ 監査結果 

 ⑴ 総務課 

  総務課には、職員の人事管理、会計、企画財政の事務を掌理するため、人事

経理係と企画財政係の２係が置かれています。 

  平成３０年度の職員体制については、組合職員数の５．７％、１９人の職員

が配属されているところです。 

  



 ○職員数の割合（平成30年4月1日現在） 

所属 人数 割合 

総務課 19人 5.7% 

その他の所属 312人 94.3% 

 

  総務課は、消防組合、消防局の運営が適正に行われることに寄与する組織で

あると捉えています。具体的には、職員の人事、給与及び厚生の管理並びに職

員研修の実施をはじめ、収支の審査や決算の調製などの会計事務、消防行政の

企画立案や組合の財政に関することなど、その業務は多岐にわたっています。 

 

⑵ 警防課 

  警防課には、課内の事務を処理するため、警防救助係と救急係の２係が置か

れています。 

  平成３０年度の職員体制については、組合職員数の２．４％、８人の職員が

配属されているところです。 

 

 ○職員数の割合（平成30年4月1日現在） 

所属 人数 割合 

警防課 8人 2.4% 

その他の所属 323人 97.6% 

 

  警防課は、救急救命士の養成・教育や消防車両の整備などを通して、市民の

生命や財産を守ることに寄与する組織であると捉えています。 

  具体的には、警防救助係は消防車両を初め、消防活動に必要な資機材の更新

配備や消防水利の維持管理、緊急消防援助隊の編成などを担い、救急係は救急

救命士の養成・教育訓練や管内公共施設などへのＡＥＤ普及促進の業務を担っ

ています。 

 

⑶ 草加消防署管理課 

  草加消防署管理課には、草加市内の消防署、分署の総合調整等を行うため、



管理係の１係が置かれています。 

  平成３０年度の職員体制については、組合職員数の１．５％、５人の職員が

配属されているところです。 

 

 ○職員数の割合（平成30年4月1日現在） 

所属 人数 割合 

草加消防署管理課 5人 1.5% 

その他の所属 326人 98.5% 

 

  管理課は、消防、救急活動を行う現場活動とは一線を画す立場から、消防署

の運営が適正に行われることに寄与する組織であると捉えています。具体的に

は、災害活動拠点となる庁舎の整備や維持管理をはじめ、草加市消防団に関す

る事務など、消防活動を支えるための業務を実施しています。 

 

⑷ 草加消防署青柳分署 

  草加消防署青柳分署には、消防第１係及び第２係、化学第１係及び第２係、

救急第１係及び第２係の６係が置かれています。 

  平成３０年度の職員体制については、組合職員数の１０．０％、３３人の職

員が配属されているところです。 

 

  ○職員数の割合（平成30年4月1日現在） 

所属 人数 割合 

草加消防署青柳分署 33人 10.0% 

その他の所属 298人 90.0% 

 

  青柳分署は、消防及び救助・救急活動を所管し、火災や地震等の災害から市

民の生命や財産を守ることに寄与する組織であると捉えています。 

  具体的には、消火及び救助・救急の活動など主に災害現場における活動や消

防訓練、救急訓練の指導を通して、市民の危機管理意識を醸成する業務を担っ

ています。 



 

⑸ 草加消防署北分署 

  草加消防署北分署には、消防第１係、第２係、第３係及び第４係、救急第１

係及び第２係の６係が置かれています。 

  平成３０年度の職員体制については、組合職員数の９．４％、３１人の職員

が配属されているところです。 

 

  ○職員数の割合（平成30年4月1日現在） 

所属 人数 割合 

草加消防署北分署 31人 9.4% 

その他の所属 300人 90.6% 

 

  北分署は、消防及び救助・救急活動を所管し、火災や地震等の災害から市民

の生命や財産を守ることに寄与する組織であると捉えています。 

  具体的には、消火及び救助・救急の活動など主に災害現場における活動や消

防訓練、救急訓練の指導を通して、市民の危機管理意識を醸成する業務を担っ

ています。 

 

 平成２９年度及び平成３０年度の９月３０日までに執行された財務に関する事

務について監査を実施したところ、概ね適正に執行されていると認められました

ので、≪指摘事項≫はございません。 

 

７ 将来に向けた意見 

⑴ 総務課 

  総務課は、組合運営の基礎となる人事、企画、財政を所掌しています。今年

度も日本各地で大きな災害が多発しており、当組合の地域においても、いつ災

害が発生してもおかしくない状況に置かれています。日増しに高まる市民の消

防に対する期待に応えるためにも、当組合は盤石の体制を構築する必要があり、

総務課には、職員一人一人の意欲の向上に繋がる、働きやすい職場環境を整備

することが求められます。 



  総務課は、財務執行や会計処理を管理し、来年度からは契約事務も所掌する

予定であり、組合内の事務を指導する立場です。今回の監査結果を踏まえて、

適切に事務を処理し、その上で他の課に対し、きめの細かい指導を行ってくだ

さい。 

  今年度から開始された人事評価制度の構築、今後訪れるベテラン職員の大量

退職や定年延長への備え、老朽化した庁舎や消防力の適正配備への対応など、

総務課には当組合の根幹をなす重要な課題が山積されています。いずれも急務

ではありますが、一つ一つ確実に対処されるよう切に願います。 

 

⑵ 警防課 

 消防の最大の目的は、市民の生命、身体及び財産を災害から保護することにあ

り、この目的を果たすためには、高度な専門知識や技術を持つ職員の育成と高性

能な資機材の確保が必要となります。 

 警防課では、現場職員が迅速かつ的確な活動ができるよう、救急救命士の教育

事業や消防車両の更新整備を担っており、現場活動の一翼を担う役割を果たして

います。このような側面からの支えによって、消防局全体として災害対応力が高

まっており、市民に対し安全・安心を届けることが可能となっています。 

 災害対応とは一線を画す事務処理においても、より適正に行うことで、更に市

民の信頼を得られるようにしてください。 

 近年の大規模・多様化する災害や、ラグビーワールドカップ、東京オリンピッ

ク・パラリンピックといった国家的規模の行事を控え、当組合の消防力の向上は

もちろんのこと、他の消防機関や関係機関との連携を強化させ、より一層、災害

対応力の強化に努められるよう期待します。 

 

⑶ 草加消防署管理課 

 草加消防署管理課は、消防署庁舎の維持管理や草加市消防団に関する事務を処

理しており、災害対応を担う職員、消防団員を事務分野において支える役割を担

っています。 

 所掌事務の対象である消防団については、大規模災害時の人員動員力が期待さ

れますが、現状では、定数と実員数にかい離が生じています。団員の確保を図る



ためにも、詰所への空調設備の設置など消防団の活動環境の整備が必要であると

考えます。 

 消防庁舎については、災害時の活動拠点としては勿論のこと、現場部門の職員

が昼夜を問わず使用し続ける生活拠点としての側面も有しています。しかしなが

ら、築５０年が経過する草加消防署庁舎及び築３９年が経過する青柳分署庁舎は

老朽化が進んでいます。極めて大規模な地震に直面した場合、その機能を維持で

きるのか憂慮していますので、施設の在り方を早急に検討されるよう願います。 

 管理課が処理する事務は、現場活動とは一線を画していますが、地域の安心と

安全を確保するため、現場部門、消防団の円滑な活動を支えており、その意義は

大きいものといえます。 

 今後とも強い使命感と誇りをもって業務に取り組み、市民の厚い信頼に応えら

れるよう期待します。 

 

⑷ 草加消防署青柳分署 

 草加消防署青柳分署は、消防の最大の使命である市民の生命、身体及び財産を

保護するため、常に災害現場の最前線という過酷な状況で活動を行っています。 

 青柳分署においては、出動区域内に危険物を取扱う事業所も多く、化学消防車

等の専用車両を有していることから、特殊災害対応において重要な役割を担って

います。また、草加柿木地区産業団地（草加柿木フーズサイト）の始動に伴い、

人の往来が激しくなることが予想され、青柳分署に対する市民の期待はますます

高まるものと思われます。 

 災害現場での活動や訓練の傍ら、事務もこなさなければならないことは困難を

有するものであると思慮されますが、消防局や管理課の職員などと連携し、より

適正な事務を行うことにより、更なる市民の信頼を得られるよう期待します。 

 

⑸ 草加消防署北分署 

 草加消防署北分署は、消防の最大の使命である市民の生命、身体及び財産を保

護するため、常に災害現場の最前線という過酷な状況で活動を行っています。 

 北分署においては、出動区域に東京外環自動車道を抱えており、外環道は、平

成３０年６月に千葉湾岸エリアまで延伸し、飛躍的に交通量が増えたことにより、



思わぬ事故が発生することも予想され、北分署に対する市民の期待はますます高

まるものと思われます。また、北分署では、救急活動時排出される医療廃棄物処

理の事務も担っています。 

 災害現場での活動や訓練の傍ら、事務もこなさなければならないことは困難を

有するものであると思慮されますが、消防局や管理課の職員などと連携し、より

適正な事務を行うことにより、更なる市民の信頼を得られるよう期待します。 
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草加市監査委員事務局財務事務監査の着眼点 

着     眼     点 

第１ 財務事務監査の着眼点 
１ 共通的事項 
 ⑴ 予算の執行 
  ア 予算の執行は計画的かつ効率的に行われているか。 
  イ 予算計画に対する実績は妥当であるか。 
  ウ 総計予算主義の原則は守られているか。 
  エ 予算の執行は適正な権限者が行いその手続は適正か。また、執行の専決権限委譲の手続 
   は適正か。 
  オ 会計区分、年度区分及び予算科目を誤って執行しているものはないか。 
  カ 継続費、繰越明許費の繰越扱い、使用手続に誤りはないか。 
  キ 債務負担行為及び公営企業における棚卸資産の購入は、予算に定められた限度内でなさ 
   れているか。 
  ク 収支の振替及び更正手続は適正に行われているか。 
  ケ 弾力条項の適用、事故繰越し等の理由、金額及び手続は適正か。 
 ⑵ その他 
  ア 事務処理で法令等に違反するものはないか。 
   (ｱ) 許可、認可、承認等の事項が法定の要件にかなっているか。 
   (ｲ) 議会の議決事項でないか。また、議会の議決を経ているか。 
   (ｳ) 期限及び条件などが適切か。 
   (ｴ) 時効との関係はどうか。 
   (ｵ) 法定の経由機関を経由しているか。 
  イ 計数に違算はないか。特に各種の帳簿、証拠書類等の計数は各種帳簿類の計数と符合し 
   ているか。 
  ウ 各種の帳簿及び書類は、法令等に定められた様式が使用されているか。また、帳簿等の 
   整備記帳、各種証拠書類の整理保存等は、適正に行われているか。 
  エ 出納員その他の会計職員の任命手続は適正に行われているか。また、その設置は事務の 
   実情に合致しているか。 
  オ 出納員等の事務引継は適正に行われているか。 
  カ 現金（前渡金､概算払金､釣銭及び窓口保管金を含む｡）､有価証券等の保管及び取扱いは 
   適正か。また、確実かつ有利な方法になっているか。 
  キ 現金保管のための預金通帳は非課税扱いになっているか。 
  ク 歳入歳出外現金の取扱いは適正か。 
  ケ 歳入の徴収又は収納事務の委託及び支出事務の委託は適正に行われているか。また､歳入 
   の徴収又は収納の事務を委託した場合、所定の告示及び公表を行っているか。 
  コ 寄附収受の手続は適正に行われ、議決を必要とするものについてはその手続がとられてい 
   るか。 
  サ その他経理事務について、執行機関における管理点検体制が確立され、有効に機能してい 
   るか。 
  シ 事務処理の組織又は手続に改善の余地はないか。 
２ 収入事務 
 ⑴ 調定事務 
  ア 調定はその根拠となる法令等に適合しているか。 
  イ 条例等によらない収入について、その根拠となる規定は定められているか。あるいは、条 
   例等の適用、新設等の必要はないか。 
  ウ 調定額の算定は適正か。また、計算に誤りはないか。 
  エ 調定の時期及び手続は適正か。 
  オ 調定漏れはないか。 
  カ 減免、延納又は後納等の理由及び手続は適正か。 
  キ 調定の取消し、更正の根拠及び手続は適正か。 
  ク 前年度収入未済額は確実に調定の繰越しがなされており、また、その時期は適正か。 
  ケ 調定簿等関係書類は作成、整備されているか。 
 ⑵ 徴収事務 
  ア 納入の通知は適正に行われているか。 
   (ｱ) 納入通知書は必要事項をすべて記載して発行されているか。 
   (ｲ) 納期限の設定は適切か。 
   (ｳ) 納入通知書の発行が遅延しているものはないか。 
   (ｴ) 納入通知書を発行すべきものを発行せずに口頭その他正規の手続によらず収納している 
    ものはないか。 
   (ｵ) 納入通知書紛失による納付書の発行は適正に行われているか。 
   (ｶ) 不着納入通知書等の調査と事後手続は適正に行われているか。 
  イ 延納、分納及び徴収停止の措置は適正か。 
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着     眼     点 

   (ｱ) 申請書は提出されているか。また、事由を証する関係書類は添付されているか。 

   (ｲ) 延納等に伴う担保及び利子は適正か。 

   (ｳ) 事由が消滅しているのに継続して措置しているものはないか。 

  ウ 過誤納金の還付手続は適正に行われているか。 

  エ 延滞金の徴収事務は適正に行われているか。 

  オ 収入の消込み誤り、漏れ及び遅延しているものはないか。 

  カ 口座振替又は郵便振替による収納手続は適正に行われているか。 

 ⑶ 現金取扱事務 

  ア 出納員その他の会計職員及び企業出納員、現金取扱員以外の者が現金を取り扱っていない 
   か。 
  イ 現金領収すべき金額の算定に必要な書類は整備されているか。 

  ウ 領収書の取扱いは適正に行われているか。 

   (ｱ) 領収書は正規のものが用いられているか。 

   (ｲ) 領収書の受払い及び保管整理は適正に行われているか。 

   (ｳ) 領収印の保管及び取扱いは適正に行われているか。 

   (ｴ) 領収書にあらかじめ綴番号及び連番号を付しているか。 

   (ｵ) 領収書に必要な事項が正しく記入されているか。また、金額、日付等を訂正しているも 
    のはないか。 
   (ｶ) 使用済みの原符に欠番はないか。また、書損分は保管されているか。 

   (ｷ) 使用しなくなった冊子の未使用分はパンチを入れる等の無効処理がなされているか。 

  エ 現金出納簿は、遅滞なく正確に記帳されているか。また、日々出納関係帳簿等の点検を行 
   っているか。 
  オ 領収書を発行しない収納金の確認は適正に行われているか。 

  カ 収納金は適正に保管されているか。また、私金と混同してないか。 

  キ 収納金は遅滞なく指定金融機関等に払い込まれているか。 

  ク 釣銭資金の設定、取扱いと保管は適正に行われているか。 

 ⑷ 滞納整理事務 

  ア 滞納状況と、その理由を明確に把握し、かつ記録しているか。 
  イ 収納率低下の場合、その原因の把握及び対策は適切か。 
  ウ 督促、催告及び時効中断手続は適時、かつ適正に行われているか。 
  エ 滞納整理について努力が払われているか。 
   (ｱ) 時機を失せず、強制執行、仮処分、債権の申出、担保権の実行、履行期限の繰上げ等債 
    権の確保のための措置がとられているか。また、その手続は適正か。 
   (ｲ) 必要に応じ徴収停止、履行期限の延長、分割納付、債務の免除等の債務の緩和措置がと 
    られているか。また、その手続は適正か。 
   (ｳ) 滞納処分に伴う差押物件及びその換価事務は適正に行われているか。 
  オ 督促手数料、延滞金等は適正に徴収しているか。また、これを免除しているものについて 
   は、理由及び手続は適正か。 
  カ 不納欠損処分は適時、かつ厳正に行われているか。 

   (ｱ) 時効の起算点に誤りはないか。 

   (ｲ) 不納欠損処分に至るまでに徴収努力を尽くしているか。また、その記録はあるか。 

   (ｳ) 時効完成を待たず不納欠損処分をした場合、その理由は正当か。また、法令等に特別の 
    定めがある場合を除き、当該処分について議会の議決を経ているか。 
   (ｴ) 時効完成等により既に消滅した債権が未整理のままになっているものはないか。 

３ 市 税 

 ⑴ 賦課事務 
  ア 台帳、帳簿、証拠書類等は整備、保存されているか。また、その記帳は適正に行われてい 
   るか。 
  イ 納税義務者、課税客体等は的確に把握されているか。 
   (ｱ) 課税漏れあるいは誤びゅう賦課のものはないか。 
   (ｲ) 誤びゅう発見後の処理は適正に行われているか。 
   (ｳ) 賦課事務の遅延しているものはないか。 
  ウ 調定漏れ、調定誤りはないか。 
  エ 非課税、減免、課税免除、不均一課税、納期限延長の取扱い及び手続は、法令等の規定に 
   基づいて適正に行われているか。 
  オ 申告納税に伴う手続は適正に行われているか。 
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  カ 申告書の提出は適正に行われているか。また、受理の際、必要事項の点検が行われている 
   か。 
  キ 更正決定及び加算金の処理は適正に行われているか。 
  ク 不申告、過少申告に対する処理は適正に行われているか。 
 ⑵ 徴収事務 
  ア 徴収台帳等は整備されているか。また、その記帳は適正に行われているか。 
  イ 滞納者の実態は十分調査されているか。また、その滞納の状況と理由を明確に把握し、か 
   つ記録しているか。 
  ウ 徴収率低下の場合、その原因の把握及び対策は適切か。 
  エ 滞納者に対する督促は適時、かつ適正に行われているか。 
  オ 滞納者に対する滞納処分は適時、かつ適正に行われているか。 
  カ 必要に応じ徴収猶予及び換価猶予の措置がとられているか。また、その手続は適正か。 
  キ 滞納処分の執行停止は適正に行われているか。 
  ク 繰上徴収手続は適正に行われているか。 
  ケ 過誤納金の処理は適正に行われているか。 
  コ 不納欠損処分は適時、かつ厳正に行われているか。 
  サ 有価証券の整理は適正に行われているか。 

  シ 嘱託受託及び引継引受事務は適正に行われているか。 

  ス 報奨金の交付事務等は適正に行われているか。 

４ 起債及び一時借入金 

 ⑴ 起債の内容は適切か。 
   起債の目的、資金種別、時期、限度額、方法、借入先、利率及び償還の方法等は適切か。 
 ⑵ 起債は予算で定められた限度内で行われているか。 
 ⑶ 地方債証券原簿等基本簿冊は整備されているか。 
 ⑷ 地方債証券又は利札の盗難、紛失、滅失、汚損した場合の処理は適切か。 
 ⑸ 元金償還及び利子の支払事務は適正に行われているか。 
 ⑹ 借換起債した場合において、償還額と比較して起債額は適切か。 

 ⑺ 地方債の現金受入れあるいは現金償還した場合におけるそれに対応する収支の状況は適切 
  か。 
 ⑻ 時効完成した地方債の現金及び利子の処理は適正に行われているか。 
 ⑼ 資金計画は適正か。また、資金運用は円滑に行われているか。 
 ⑽  一時借入金の時期、借入先、金額、利率及び期間等は適切か。 

 ⑾ 借入れの最高額は、予算で定められた額を超過していないか。また、会計年度内の歳入をも 
  って償還しているか（公営企業にあっては１年以内の借換えの理由、金額は適当か）。 
 ⑿  一時借入金の運用及び各会計間における繰替使用は適正に行われているか。 
５ 支出事務 

 ⑴ 支出一般 

  ア 違法、不当な支出又は不経済な支出はないか。 

   (ｱ) 支出負担行為は法令等に違反しないか。 

    Ａ 支出負担行為は予算執行計画及び予算配当に基づいているか。また、その額を超えて 
     いないか。 
    Ｂ 特定の収入をその財源とする事業については、その収入見通しが確定しているか。 

    Ｃ 支出負担行為の時期は適正か。また、漏れはないか。 

    Ｄ 支出負担行為額の算出に誤りはないか。 

   (ｲ) 不経済な支出及びその他不適当と認められる支出はないか。 

   (ｳ) 宗教団体、公の支配に属しない慈善、教育、博愛事業に対する支出はないか。 

   (ｴ) 市の負担すべきでない都道府県の建設事業に要する経費、国・他の地方公共団体からの 
    割当的寄附金等、国・独立行政法人等に対する寄附金等の支出はないか。 
   (ｵ) 事実と相違した支出、債務の消滅したものに対する支出、その他違法不当な支出はない 
    か。 
   (ｶ) 事務処理が遅延したため、延滞利息を支払っているものはないか。 
   (ｷ) その他経費を節減できるものはないか。 
  イ 議会の議決に付すべき事由による支出は適正にその手続がなされているか。 
  ウ 支出決定は、正当な権限者により行われているか。 
  エ 予算目的に反する支出はないか。 
  オ 予算配当、配分の時期及び額は適切か。 
  カ 予算流用、予備費充用の手続及び時期は適正か。 
  キ 支払は正当な債権者のためのものであるか。また、支払期限は守られているか。 
  ク 支出負担行為に係る債務を確認したうえで支出しているか。 
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  ケ 支出の特例による支払方法（資金前渡、概算払、前金払、繰替払等）及び精算等の手続は、 

   法令等に定めるところにより適時、適正に行われているか。 

 ⑵ 給与、その他の給付の支出 
  ア 支給対象及び支給金額 
   (ｱ) 支給対象となる事実及び役務の提供は客観的資料によって確認できるか。 
   (ｲ) 支給対象者の受給資格その他の要件は関係規定に合致しているか。 
   (ｳ) 支給金額は、関係規定又は合理的な基準に基づいているか。 
   (ｴ) 金額積算の根拠となる日数、時間数等は関係記録と合致しているか。 

  イ 支給方法の適法性、妥当性 

   (ｱ) 支給額から源泉徴収すべき税金等の控除及び納付は適正に行われているか。 

   (ｲ) 資金前渡、概算払による場合は、その手続と精算が適正に行われているか。 

   (ｳ) 資金前渡による現金の取扱い及び保管は、適正に行われているか。 

   (ｴ) 未払給与金及び還付給与金の処理は適正か。 

 ⑶ 旅費の支出 

  ア 旅費計算は最も経済的な通常の経路により行われているか。 

  イ 旅費支出の目的、履行確認ができる文書等が整備されているか。 

  ウ 目的・期間・時期・人員等、必要性が明確でない又は乏しい旅費の支出はないか。 

 ⑷ 食糧費等の支出 

  ア 実施の手続は、必ず事前にとっているか。 

  イ 証拠書類は整えられているか。またその計数等に誤りはないか。 

  ウ 支出基準は社会通念上適切か。また、その支出基準に基づいて実施されているか。 

  エ 実施後、速やかに報告されているか。 

  オ 報告された日時、出席人員、請求金額等は証拠書類と一致しているか。 

  カ 登録印鑑と使用印鑑の照合を行っているか。 

 ⑸ 需用費、備品購入費等の支出 

  ア 検査検収は確実に行われ、かつ、物品供給、修繕等の事実のないものはないか。 

  イ 物品の購入は計画的かつ効率的に行われているか。 

  ウ 在庫量は、需要予測に基づき適正であるか。 
  エ 特に年度末において当面必要としない物品を購入していないか。 
 ⑹ 役務費、使用料及び賃借料の支出 

  ア 債務の確認は確実に行われ、かつ役務提供又は使用関係のないものはないか。 

  イ 経費の節減上効率的な執行がなされているか。 

  ウ タクシー券、鉄道回数券等及び切手、印紙等の使用及び保管管理が適正に行われている 
   か。 
 ⑺ 委託料の支出 

  ア 委託の内容は適切か、性質上委託することが不適切なものはないか。また、その効果の 

   確認は行われているか。 

  イ 委託の相手方及び選定方法は適切か。 

  ウ 委託料の算定根拠は、合理的な基準に基づき行われているか。 

  エ 委託料の支出は適正な時期に行われているか。 

  オ 委託料の支出、精算報告は委託契約書の内容に基づき適正に行われているか。 

  カ 委託内容の履行確認は適正に行われているか。また、履行期限は守られているか。 
  キ 契約等に反し、受託業務の全部を再委託しているものはないか。 
  ク 委託の成果物は契約書に基づき適正に受領されているか。 

 ⑻ 工事請負費の支出 

  ア 竣工検査は確実に行われているか。また、工事請負の事実のないものはないか。 

  イ 請負代金の支払は契約書の金額と合致しているか。また、契約書に定められた期間内に 

   支払われているか。 
  ウ 前払金、部分払金の支払は適時、適正か。 
  エ 前金払の場合、前払金保証契約を支払以前に締結しているか。 
  オ 検査完了以前に支払をしているものはないか。 
 ⑼ 負担金、補助及び交付金の支出 
  ア 支出対象及び支出金額 
   (ｱ) 公益性のない事業又は団体に補助金の交付がなされていないか。 
   (ｲ) 補助金等の算出は合理的な基準により行われているか。 
   (ｳ) 補助の効果は確認されているか。また、補助効果の点より整理すべきものはないか。 
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  イ 支出方法の適法性、妥当性 
   (ｱ) 補助金等の交付時期は妥当であるか。 
   (ｲ) 補助金等の交付条件は適切に付され、条件どおり履行されているか。 
   (ｳ) 実績報告に基づく補助金等の支出については、その成果の確認が行われているか。 
   (ｴ) 事業計画書どおりの精算が行われているか。 
 ⑽ 貸付金（定例的、定額のもの）の支出 
  ア 貸付対象及び貸付金額 
   (ｱ) 貸付けは法令等の目的に合致するものであるか。 
   (ｲ) 貸付対象者及び連帯保証人は法令等に規定する有資格者であるか。 

   (ｳ) 貸付額は、法令等に定められたものであるか。 

  イ 貸付方法の適法性、妥当性 

   (ｱ) 貸付時期は、法令等に規定された妥当なものであるか。 

   (ｲ) 貸付けに伴う書類の整理は適正に行われているか。 

   (ｳ) 貸付目的に合致した使用がなされたかどうかを確認しているか。 

   (ｴ) 返還は条件どおり行われているか。 

 ⑾ 償還金、利子及び割引料の支出 

  ア 支出対象及び支出金額 

   (ｱ) 国庫補助金、都道府県補助金が受入超過となった事実があるか。 

   (ｲ) 市税収入、税外収入に過誤納となった事実があるか。 
   (ｳ) 国庫補助金等の精算において計算誤りはないか。 
   (ｴ) 過誤納還付金の算出に誤りはないか。 
   (ｵ) 還付加算金の算出は法令等の規定に基づいて行われているか。 
   (ｶ) 過誤納還付金で時効により支出義務の消滅しているものはないか。 
   (ｷ) 現年度分の過誤納金につき、償還金として支出しているものはないか。 
   (ｸ) 滞納金があるにもかかわらず還付しているものはないか。 
  イ 支出方法の適法性、妥当性 
   (ｱ) 支出の原因となる事実が発見された後、支出手続が速やかにとられているか。 
   (ｲ) 資金前渡で支出した場合において、精算は正しく行われているか。 
６ 契約事務 
 ⑴ 契約の方法及び手続 
  ア 入 札 
   (ｱ) 入札の方法 
      一般競争入札、指名競争入札による場合、その理由は適正か。また、地方公共団体の物品 
    等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令にのっとった入札形態になっているか。 
   (ｲ) 入札事前準備事務 
    Ａ 入札の公告等の諸手続は適正、かつ公正に行われているか。 
    Ｂ 入札条件、内容が明確に示されているか。 
    Ｃ 設計書及び仕様書は適正に作成されているか。 
    Ｄ 予定価格、調査基準価格及び最低制限価格の算定、秘密保持の方法は適正に行われ 
     ているか。また、工事については設計書金額の一部を正当な理由なく控除するいわゆ 
     る歩切りを行っているものはないか。 
    Ｅ 資格審査事務は適正に行われているか。また、適正化法に基づき参加資格及び名簿 
     は公表されているか。 
    Ｆ 入札参加者等の指名において業者選定委員会等を設置し、適正・公正さを保つ手続 
     がとられているか。指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準は公表されてい 
     るか。また、特に制限付き一般競争入札の参加資格は適正に定められているか。 
    Ｇ 資格停止（または指名停止）に関する事務は適正に行われているか。 
    Ｈ 談合情報事案の処理は適正になされているか。 
   (ｳ) 相手方決定事務 
    Ａ 入札、再入札及び開札は公正に行われ、その記録は整備されているか。 
    Ｂ 落札者の決定及び公示（特例令に係るものに限る）は、適正な手続等に基づき行わ 
     れているか。 
    Ｃ 指名から入札までの見積期間は、法令等で定められた期間となっているか。 
    Ｄ 入札保証金の取扱いは適正に行われているか。  
     (A) 入札保証金は適正に納入されているか。 
     (B) 担保物件として有価証券が納入されているものについて、保管、管理は適正に行 
      われているか。 
    Ｅ 入札不調に係るもので当初の条件を違法に変更しているものはないか。 
    Ｆ 市場価格、前例価格など他の事例と比較検討し、的確な予定価格を算定しているか。 
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    Ｇ 代理人による入札は、その権限を証する書類の確認がなされているか。 
    Ｈ 契約発注の時期及び契約変更時期は適切か（年度末偏在等）。 
  イ 随意契約 
   (ｱ) 随意契約による場合、その理由は適正か。また、適正化法に基づき公表を要する公共 
    工事（予定価格が２５０万円を超えるもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連す 
    る公共工事であって当該地方公共団体の行為を秘密にする必要がないもの）については、 
    相手方を選定した理由が公表されているか。 
   (ｲ) 随意契約による場合は原則として２名以上の者から見積書を徴しているか。また、例 
    外的に１名の者から見積書を徴する時は、その理由は適正か。 
   (ｳ) その他「ア 入札」該当項目を準用する。 
 ⑵ 契約締結 
  ア 契約締結事前準備事務 
   (ｱ) 議会の議決を要する契約について、仮契約を締結するなど必要な手続がとられている 
    か。また、議決の前に仮契約で着手されているものはないか。 
   (ｲ) 継続費の総額又は繰越明許費の範囲内におけるものを除くほか、翌年度以降経費の支 
    出を伴う契約については予算で債務負担行為として定めているか。 
   (ｳ) 予算の配当額を超える契約及び配当前における契約はないか。 
   (ｴ) 権限を超えた契約及び恣意に分割している契約はないか。また、決定権限を有しない 
    者による契約はないか。 
  イ 契約締結事務 
   (ｱ) 契約書、見積書等関係書類及び帳簿は確実かつ的確に整備されているか。また、これ 
    らの内容は適正か。 
   (ｲ) 収入印紙は契約金額に応じて貼付され、かつ消印されているか。 
   (ｳ) 契約金額、契約目的、履行の期限及び場所、契約保証、危険負担、延滞違約金、前払 
    金、概算払等の特約その他契約の内容は適切か。また、公表を要する公共工事の場合、 
    契約の内容を公表しているか。 
   (ｴ) 契約保証金の取扱いは適正に行われているか。 
    Ａ 契約保証金は適正に納入されているか。 
    Ｂ 担保物件として有価証券が納入されているものについて、保管、管理は適正に行わ 
     れているか。 
   (ｵ) 年間契約などの支払の時期設定は適切か。 

 (ｶ) 追加契約あるいは設計変更等による契約変更の場合、その事由及び契約金額の増減の 
    内容は適切か。また、事務は適時、かつ適切に行われているか。 
   (ｷ) 歳入の徴収又は収納事務の委託及び支出事務の委託は適正に行われているか。 
   (ｸ) 支出事務を委託した場合、当該経費は支出事務を委託できるものとして政令で定める 
    経費に該当しているか。 
 ⑶ 契約の履行 
  ア 工事完成の時期、物品の納入時期、その他の契約の履行期限は守られているか。また、 
   工事完了報告の時期は適正か。 
  イ 工事は設計書どおりに施工されているか。また粗悪な材料の使用、施工の粗雑、手抜き 
   等の工事はないか。 
  ウ 契約日以前に着工しているものはないか。 
  エ 物品は、契約書の規格、数量等に合致しているか。 
  オ その他契約書どおりの履行がなされているか。 
  カ 委託した事務事業が適正に履行されたかどうか、成果物その他実績報告書で確認したか。 
  キ 財産取得の検収は適正に行われているか。 
  ク 監督及び検査（工事中に中間技術検査を実施する場合は、同検査を含む）を担当する職 
   員の任命は適正か。また、不正事故防止のため職員の配置について格別の配慮がなされて 
   いるか。 
  ケ 監督及び検査、検収、立会いは厳正に行われているか。 
  コ 検査の実施時期に遅れはないか。 
  サ 検査調書等検査記録は整備されているか。 
  シ 工事成績評定は、適切に行われているか。 
  ス 契約代金及び前払金の支払は適切か。また、部分払の査定は妥当か。 
  セ 検査又は検収の結果、不合格の場合（不適格品、目減り、粗雑工事等）の措置は適切か。 
  ソ 契約履行の遅滞及び不履行に対する契約の解除、違約金及び履行保証保険金の徴収等の 
   措置は適正か。また、契約解除後の措置は適正に行われているか。 
  タ 監督又は検査の補助事務を市職員以外の者に委託した場合、履行並びにその内容の確認 
   は適正に行われているか。 
  チ 契約の目的物に瑕疵があるときは、速やかに瑕疵の修補又は損害賠償を請求しているか。 
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７  財産管理事務 
 ⑴ 公有財産 

  ア 財産の取得及び処分 

   (ｱ) 財産の取得及び処分の手続は適正か。違法又は不当なものはないか。 

   (ｲ) 財産の取得及び処分の相手、時期及び価格は適切か。 

   (ｳ) 財産の取得及び処分に伴う登記又は登録は適時、適正になされているか。 

   (ｴ) 財産の増減は、取得、処分等に関する収入及び支出と対比して符合するか。 

   (ｵ) 取得した土地、建物等の財産は、その位置、構造等からみて使用目的に適合している 
    か。 
   (ｶ) 私権の設定等財産の使用を妨げるものは、財産の取得前に排除されているか。 
   (ｷ) 土地建物等の購入は計画的になされているか。 
  イ 財産の管理 
   (ｱ) 財産の分類を誤っているものはないか。 
   (ｲ) 管理責任者は明確か。 
   (ｳ) 財産台帳は調製され、取得、処分、所管換え等の異動について正確に記録されている 
    か。また、財産は財産台帳及び附属図面と合致しているか。財産台帳外に存するものは 
    ないか。 
   (ｴ) 財産の維持管理及び補修は適切になされているか。また、消防法その他法令等に基づ 
    き防火、防災対策は適正に行われているか。 
   (ｵ) 財産は効率的に運用されているか。遊休化しているものについて、活用方途は講じら 
    れているか。また、不法占拠されているものはないか。 
   (ｶ) 境界確定（境界標の設置及び保存等）は適切か。また、不法占拠防止策（フェンス、 
    立看板等の設置）は万全か。 
   (ｷ) 損害保険関係事務は適正に行われているか。 
   (ｸ) 違法又は不当な財産の管理はないか。また、違法又は不当に財産の管理を怠っている 
    事実はないか。 
  ウ 財産の貸付（目的外使用） 
   (ｱ) 財産を宗教団体又は公の支配に属しない慈善教育事業等の使用に供しているものはな 
    いか。 
   (ｲ) 貸付（使用許可）の理由は適切か。 
   (ｳ) 貸付（使用許可）期間及び貸付（使用）料その他貸付（使用許可）条件は適正か。ま 
    た、統一的な取扱いがなされているか。 
   (ｴ) 無断増改築又は無断転貸・用途変更が行われていないか。 
   (ｵ) 貸付（使用）料、保証金の減免について、その理由、金額は適正か。 
   (ｶ) 保証人又は担保設定は適切か。 
   (ｷ) 貸付（使用許可）条件に違反した場合の措置（損害賠償金等）は確実に行われている 
    か。 
 ⑵ 物 品 
  ア 物品の購入は計画的かつ効率的に行われているか（特に年度末において当面必要としない 
   物品の購入、変質のおそれのある物品の一時多量購入等）。 
  イ 物品の購入手続は適法か。また、物品の価格、規格は適切か。 
  ウ 物品は正しく分類整理されているか。また、備品管理シールなどは正確に貼付されてい 
   るか。 
  エ 物品の出納受払いは適正に行われ、出納簿等帳簿類は整備されているか。 
  オ 物品の所属年度区分は適正か。 
  カ 物品の払出量は、その目的から考えて、品質、数量、規格、時期は適切か。 
  キ 物品の現在高は帳簿残高と一致しているか。また、帳簿外物品はないか。 
  ク 寄附物品は寄附収受の手続がとられているか。 
  ケ 保管の方法、場所は適切か。 
  コ 貸借、所管換え等の手続は適正に行われているか。外郭団体等へ貸与しているものの手 
   続は適正に行われているか。 
  サ 遊休物品、死蔵物品等はないか。また、管理換え等による有効利用への配慮がなされて 
   いるか。 
  シ 紛失、破損、盗難品、廃品その他不用品の処理は適正に行われているか。 
  ス 売却、交換又は譲与の手続は適正に行われているか。 
  セ 生産品、返納品（工事施工により生じた古材、撤去品、支給材料残を含む。）、不用品 
   の整理、活用はなされているか。 
  ソ 借用又は占有動産の管理は適切か。 
  タ 関係帳簿、書類等の記帳、各種証拠書類等の整理は適正に行われているか。 
  チ 物品の保管に係る管理点検体制は確立されているか。 
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 ⑶ 貯蔵品（公営企業会計） 
  ア 貯蔵品の購入は、在庫、予算、資金、市況等の状況に照らし、その価格、数量、時期等 
   は計画的かつ効率的になされているか。また、品質は良好か。 
  イ 使用頻度が高く、使用量も比較的多い共通使用品である常備品の発注について、基準使 
   用量、最高保有量、最低保有量、標準注文量、調達期間等は合理的に決定されているか。 
  ウ 購入単価は適切か。 
  エ 購入数量は適切か。 
  オ 分割購入等のため不経済となっているものはないか。 
  カ 貯蔵品と、購入後直ちに使用される直購入品との区分は適正か。 
  キ 購入による受入記録は入庫伝票と一致するか。 
  ク 受払いの数量、時期、手続は能率的で的確に行われているか。また、帳簿棚卸しは定期 
   的に行われているか。 
  ケ 長期間未使用のものについて利用促進の措置が講じられているか。 
  コ 実地棚卸しは適切に行われているか。 
   (ｱ) 実地棚卸しの時期、方法は適切か。 
   (ｲ) 実地棚卸しは実地棚卸し実施要領に基づき制度的に実施されているか。 
   (ｳ) 実地棚卸し明細書は事実に基づき適正に作成されているか。 
   (ｴ) 実地棚卸しの結果、過不足の調整は適切に行われているか。 
   (ｵ) 保管の方法、場所は適切であるか。また、品質は良好か。 
   (ｶ) 再用品、不用品等は適切に区分され管理されているか。 
   (ｷ) 未検収品は明瞭に区分されて保管されているか。 
   (ｸ) 払出し済みとなっているもので、保管されているものはないか。 
   (ｹ) 預り品等は適切に区分され管理されているか。 
  サ 過剰品についての会計処理は適正か。 
  シ 不足、亡失き損、使用不能等の原因の究明及び処置は適切か。 
  ス 貯蔵品の払出し価格は適切か。 
  セ 在庫現在高は帳簿残高と一致しているか。 
  ソ 常備品で在庫切れとなっているものはないか。 
  タ 不用品の売却処分等は適切に行われているか。 
 ⑷ 債 権 
  ア 債権の内容、発生根拠、債務者、履行条件及び履行状況等債権管理上の必要事項は明確 
   に把握されているか。 
  イ 債務の確実な履行を担保する手段（担保、連帯保証人等の設定）は確実に講じられてい 
   るか。 
  ウ 履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく必要な処理が行われ 
   ているか。 
  エ 履行期限までに履行されていない債権について、督促がなされているか。督促後相当の 
   期間を経過した債権について、強制執行その他保全及び取立てに必要な措置がとられてい 
   るか。 
  オ 債権の徴収停止、履行期限の延長又は当該債権に係る債務の免除は、政令の定めるとこ 
   ろによりなされているか。 
  カ 債権の記録は適正に行われているか。 
 ⑸ 基 金 
  ア 基金設置目的は明瞭であり、かつ目的に従って積み立てられ、確実、効率的に運用され 
   ているか。 
  イ 基金の取崩し手続は適正に行われているか。 
  ウ 基金運用から生ずる収益及び管理経費の処理は適切に行われているか。 
  エ 定額基金は設置目的に基づき適正に運用されているか。また、その運用状況からみて基 
   金額は適切か。 
  オ 収支の記録は正確か。また、収支の計算に誤りはないか。 
  カ その他基金に属する財産の管理は適正か。 

 


